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（注）１　最低欄は、同価の者が２人以上ある場合には抽選の結果に、また、最低制限価格を設定した
        場合には当該金額内で最低の者に「○」を付しています。
　　　２　入札(見積)における落札価格(契約金額)は入札(見積)金額に10％相当額を加算した金額です｡
　　　３　売払いの場合には、「最低」を「最高」に読み替えます。

株式会社新六商店 1,240,500 落札

株式会社渡商 辞退

潮物産株式会社札幌支店 1,358,000

株式会社白石ゴム製作所 1,500,000

参　加　者　名
第１回入札(見積) 第２回入札(見積) 第３回入札(見積)

価 格 交 渉
金　 額(円)

金   額(円) 金   額(円) 金   額(円)

入札・見積合せ日時
最低制限価格
等 の 設 定

最低制限価格

入札・見積合せ場所
下水道河川局庁舎3F　事務室
（豊平区豊平6条3丁目2-1）

低入札価格調査

令和7年1月9日 午前10時00分

入　札　等　執　行　調　書

執行課名：下水道河川局事業推進部下水道計画課

調　達　件　名 水中ポンプ（米里中継ポンプ場） 区   分

一般競争入札
指名競争入札
指名見積合せ
特定随意契約
公開見積合せ


